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○蒲生光男議長 休憩前に復し、会議を再開いた

します。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 

 

 安部 隆議員の質問 

 

 

○蒲生光男議長 次に、順位５番、議席番号11番、

安部 隆議員。 

  （11番安部 隆議員登壇） 

○１１番 安部 隆議員 本日ラストの質問者と

いうことでございますので、ひとつご清聴のほ

どをお願いしたいというふうに思います。 

 冒頭に、このたびのこの台風によりまして被

災されました方々に心からご冥福をお祈り申し

上げますとともにお見舞いを申し上げたいとい

うふうに思います。 

 個人的でございますけども、昨年の行政視察

におきまして、ちょうど和歌山県新宮市、そし

て白浜町というようなことで視察研修をしてき

たところでございます。このたびのこの台風で

災害にやられました田辺市、そして那智大社、

熊野古道、そういったあたりは我々、研修した

場所で、本当に他人事ではないなというような

感じでいるところでございます。 

 それでは、９月定例会に際しまして、通告に

従い順次質問を申し上げますので、簡潔明瞭な

答弁をお願いしたいというふうに思います。 

 さて、ことしの夏は昨年のような暑さではな

かったが、原発事故にかかわり、節電対策でエ

アコンの使用抑制や温度調整などで暑苦しい

日々と、放射能数値を心配しながらの夏であっ

たと思います。また、国会では政権交代により

野田新内閣が誕生し、支持率65.8％を示し、国

民の期待を集めているようだが、いつまで続く

か心配の様相もちらつく野田新内閣であったの

ではないかと思っております。東日本大震災の

復旧、復興をはじめ、難問課題の日本丸のスピ

ード感のある船出を心からご期待を申し上げた

いというふうに思います。 

 質問の１番目でありますけども、防災の日の

由来は、参考書をひもとくと、昭和35年に制定

され、９月１日の日付は1923年、大正13年９月

１日に発生した関東大震災にちなんだものであ

ります。広く国民が台風、高潮、津波、地震等

の被害についての認識を深め、これに対応する

心構えを準備することとし、毎年９月１日を中

心として防災思想の普及、防災訓練等、全国各

地で防災行事が行われる日々となっております。

防災の日をきっかけに災害に対しての備えや心

構えを再認識し、万全な防災体制とはいかない

が、防災に対して再確認をする週間であると思

いながら、長井市の防災対策について二、三、

お聞きをしていきたいと存じます。 

 これまでは災害基本法に基づき、地震や風災

害の各種災害に対処し、住民の生命、財産並び

に県土を守ることを目的として、県の防災会議

が作成し、それをもとに市町村では地域防災計

画を定めております。ところが、３月11日に発

生した東日本大震災は、我々が想定していた災

害規模をはるかに超える地震による大津波によ

って、防災計画の定めた目的を発揮することも

なく破壊されたと思います。国や県に至っては

東日本大震災を踏まえ、国においては防災基本

計画、県では地域防災計画を全面的に見直して

いるとお聞きしております。 

 これまでのような全国一律の防災計画では、

地域にそぐわない計画では危機管理の観点から

見ても、このたびのような大規模地震により発

生した震災被害と津波による災害には、対応や

対策は困難に等しいものと思います。ですが、

教訓として防災対策は重要であります。特に地

震予知、予防などは難しいところと思いますが、
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地震が発生したとき被害を軽減することはでき

ると考えます。長井市においては、津波の心配

はないが、地震発生の活断層によって震災によ

り家屋及び建築物の崩壊、山間部における土砂

崩れ、雪崩など、心配なところもあります。地

域の事情、地域特性、地理的要件、地質内容、

環境等の要件を加味した対策を講じた地域防災

計画を考えるべきと思います。 

 前段で申し上げましたように、国、県では防

災計画の見直しが行われておりますとの報道が

なされておりますが、国の防災基本計画と整合

性は図らなければならないと思いますが、地域

状況や特性、事情などを取り入れた長井市の地

域防災計画をつくるべきと考えますが、市長、

総務課長はどのようにお考えか、お聞きをした

いと思います。 

 災害は忘れたころにやってくると言われてい

るが、近年では、災害は必ず来るとのことわざ

に当てはまるものと思います。さきに述べまし

たように、災害に対して可能な限りでき得る防

災対策を尽くしていかなければならない。すな

わち防災力を高めていくことが有効な防災対策

になり得ると思います。 

 市民と行政が一体となり防災対策に取り組む

ことが重要であることは基本であり、防災訓練、

避難訓練などの各種訓練を繰り返し実施するこ

とで、備えへの強化につながり、消防力の向上

につながるものではないでしょうか。 

 また、防災力アップに欠かせない消防団、職

員等の防災にかかわる方々の力は絶対的と思い

ます。災害や火災などにいち早く駆けつけ、消

火活動、避難活動への誘導、捜索等の団員の力

は頼もしい限りです。団員の定数確保は防災力

のかなめ的と考えます。だが、団員の勧誘はな

かなか理解されず、消防団の課題の一つと思い

ます。 

 団員の確保は、各地区の幹部が担っておりま

すが、近年の生活様式の多種多様な状況の中で、

若い方の消防団へ対する理解が希薄なものにな

っているのかわかりませんが、思うように入団

をしていただけないとお聞きしております。で

すが、団員の定数確保は重要であると思います。

それでも幹部の方々の努力によって、現在の団

員を確保していただいていることにはありがた

いものと思っております。 

 こうした問題は全国的な問題であり、数年前

までは、全国で100万人の団員数がおったわけ

ですが、現在は88万人に減少している状況であ

り、長井市に限ったことではありませんが、団

員不足は全国的な課題です。長井市の現在の確

保状況と今後の見通しなどについて、消防主幹

に伺いたいと思います。 

 また、これまでも長井市として多方面におい

て支援をしてきたこと、特別職員としての待遇

等など理解をしているところですが、これまで

以上に入団、勧誘等の手助けになる支援策など

お考えにならないか、市長にお聞きしたいと思

います。 

 続きまして、２番目について質問をいたしま

す。 

 季節は夏から秋へと移り変わり、収穫の秋、

食欲の秋、スポーツの秋と１年で一番よい季節

でございます。これも健康な方が味わいできる

ものであり、健康は何よりもかえがたいもので

あると思う昨今でございます。そんな折、ある

報道番組で、「変わる“がん医療”の現場」と

題した報道がございました。 

 内容は、日本のがん医療の抜本改革を目指し

たがん対策基本法制定から５年、その成果とし

て医療の現場に劇的な変化が起こっている。全

国にがん医療の拠点病院の整備が進み、数年前

まで地方では圧倒的に立ち遅れていた放射線治

療が新たな治療の根幹に加わる一方、これまで

終末期の患者にしか適用がなされなかった痛み

や精神面の苦痛を取り去る緩和ケアの導入も一

気に広がりました。新たな取り組みは、併用す
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る他の治療の効果も促進することが指摘され、

延命効果を実証する海外の研究発表などと相ま

って、患者の期待を集めております。その反面、

精神面のケアなどは医師の意識にばらつきもあ

り、形だけの整備で、その情報すら患者に伝わ

らないなど、現場によって格差がさらに大きく

なっている事実や新たな課題の報道でございま

した。 

 内容の中で言われているがん対策基本法とは、

日本人の死因で最も多いがんの対策のための国、

地方公共団体等の責務を明確にし、基本的施策、

対策の推進に関する計画と厚生労働省にがん対

策推進協議会を置くことを定めた法律でござい

ます。 

 この基本的施策は、がんの予防及び早期発見

の推進、がん検診の質の向上、がん医療の均て

ん化の促進等、専門的な知識及び技術を要する

医師、その他の医療従事者の育成、医療機関の

整備等、がん患者の療養生活の質の維持向上、

研究の推進等と示されております。 

 また、県内で昨年亡くなられた方は１万

4,079人おり、死因別では、がん疾患で3,904人、

心疾患で2,213人、脳血管疾患で1,744人と三大

生活習慣病で６割近くに達しております。予防

策としては、生活習慣を改善し、早期発見、早

期治療が肝心と言われております。がん対策基

本法が制定されてから、全国各地の医療現場に

変化が起こっている。拠点病院の整備も進み、

治療面でも手術や最新機器の導入による放射線

治療専門医の養成によって抗がん剤治療、心と

体の痛みを和らげる緩和ケアと、大きく改善さ

れております。 

 長井市は拠点病院である公立置賜総合病院を

構成している市町の一員であり、公立置賜総合

病院でもがん対策基本法成立後において改善変

化があるのか、市民には内容が余り伝わってこ

ない状況でございます。全国屈指の病院と比べ、

どのようになっているのか、市長並びに健康課

長に伺います。また、健康事業におけるがん検

診など予防対策について、課長からもお聞きを

いたしたいと思います。 

 がん対策基本法は、がん医療において地域格

差をなくす前提と思います。３万人復活運動を

掲げ、人口増の施策を懸命に推し進めている長

井市において、就労の場の確保、企業誘致など

多様な努力を展開しているところと思っており

ます。ある面において、医療の充実も人口増の

施策に相通ずるものと思いますが、市長はどの

ようにお考えか、お聞きをしたいと思います。 

 以上で、壇上からの質問を終わりたいと思い

ます。どうもありがとうございました。（拍

手） 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 安部 隆議員のご質問にお答え

いたします。安部議員からは大きく２点、質問

をちょうだいいたしました。 

 まず第１点目の、防災の日にちなみ長井市の

防災対策について、これにつきまして答えさせ

ていただきます。 

 議員のほうからは、地域特性や地域状況ある

いは事情などを取り入れた長井市の地域防災計

画をつくるべきではないかというご指摘をいた

だきまして、全くそのとおりであるというふう

に思います。 

 現在、長井市では長井市地域防災計画の全面

改定作業を行っておりますが、これはこの春の

東日本大震災の前から、昨年度中に準備を進め

まして、総務課危機管理室を中心として今、全

面的なそういう作業を行ってる途中でございま

すけれども、ご質問の地域特性等につきまして

は次のように考えております。 

 さきの６月定例会でも答弁しておりますが、

改定中の長井市地域防災計画は、５編から成っ

ておりますが、総則、震災対策編、風水害対策

編、個別災害対策編、資料編、以上５つにより

まして、５編によって構成を予定しております。
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地域特性等につきましては、全５編のうち第１

編の総則において、地域の特性と災害要因、災

害記録及び地震被害の想定の各節を設けて記載

する予定でございます。なお、詳細については

総務課長から答弁をいたさせます。 

 指定避難場所につきましては、平成21年３月

に洪水ハザードマップを作成した際に見直しを

行いました。従来の避難場所が浸水想定区域に

含まれるという理由から見直しを行ったところ

でございますが、地域によっては避難場所まで

相当な距離がございます。さきの６月定例会に

おいても、これも我妻議員からもご意見をいた

だきました。災害時要援護者や高齢者などに配

慮した対応が必要であると思っております。現

在の22カ所の一時避難場所への避難経路や地区

内の事前の集合場所の設定など今後の検討課題

について、地域における避難訓練の状況を踏ま

えながら、地元の自主防災組織や地域の皆さん

でよくご協議いただくようお願いしてまいりた

いと思います。既に対応ができている地区や自

主防災組織のこれまでの取り組みについての情

報提供など、行政においても支援をしてまいり

たいと考えております。 

 次に、同じ項目、２点目のこれは消防にかか

わる団員、職員の定数確保、指定避難場所、避

難訓練等、考慮がされているかという点でござ

いますが、まず、私のほうからは消防団員の入

団勧誘等の手助け支援策についてということで

考え方を述べさせていただきたいと思います。 

 消防団員の定数の積算については、消防力の

整備指針に基づきまして、まず第１点目として

は、通常の火災に対応するために必要な人数、

第２点目は、大規模災害等に対応するために必

要な人数、３点目といたしましては、地域特性

等を勘案した人数と示されておりますが、地域

特性については画一的な基準算定は困難であり、

市町村にゆだねられております。昭和47年に

710名と定められた定数を、平成20年２月現在、

団員数が過去10年間680名前後で推移してるこ

とや条例定数までの団員確保が困難なこと、ま

た山形県消防補償等組合への負担金の経費削減

を図るためなどから、平成20年３月議会におい

て議決されまして、現在の条例定数は680名と

なっております。10年前と比較して、平成23年

４月の団員数は668名となっており、16名ほど

の減少となっておりますが、各分団の幹部団員

のご尽力により、最小限の減少に抑えられてい

ると思います。今後さらに団員確保を図ってま

いりたいと思っております。 

 また、長井市における団員確保の支援策とい

たしましては、第１に、公務災害補償対策があ

るわけですけども、山形県消防補償等組合に加

入のものと日本消防協会の福祉共済の二通りで

あるというふうに考えております。 

 まず、山形県消防補償等組合加入のものにつ

いては、消防組織法第24条に基づき、消防団員

の公務災害補償を行う責務を果たしておるもの

と理解をしておりまして、全額市の負担となっ

ております。内容は、療養、休業、傷害補償等

や万が一の場合に備えまして、遺族補償一時金

及び年金及び遺族特別援護金、また賞じゅつ金

条例に該当した場合にはさらに加算措置がある

等々、手厚く補償された内容と理解しておりま

す。 

 一方で、福祉共済の加入状況でございますが、

日本消防協会が行っている共済制度であり、平

成18年から個人の負担にお願いしているところ

でございます。このことは、主に財政的な理由

によるものと、公務外の私的な病気、けがにも

対応するもので、個人の傷害保険的な任意性が

あるものとして現在に至っていると認識してお

りますので、何とぞご理解をいただきたいとい

うふうに思っております。 

 第２に、消防団員の報酬、出動手当て、分団

運営交付金等の金銭的なものでありますが、消

防団運営の基本となる分団運営交付金につきま
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しては、長井市独自の支援対策と考えておりま

す。これらについては、置賜の中では長井市だ

けということでございますが、団員１人当たり

7,000円で、総額470万円ほどでありますが、消

防団運営に当たって有効に活用されているもの

と考えております。 

 なお、長井市のほうもおかげさまで財政がよ

うやく普通の市町村並みになりつつある状況で

ございますので、今後できれば、この福祉共済

の加入金というよりも消防団員の防寒、かっぱ

ですね、そういったもの等々、活動服は西置賜

では一番最後に配置させていただいたところで

すが、防寒とかそういったかっぱ等々について

は残念ながらまだ準備できておりませんので、

そういったもの、あるいはそれぞれの分団の資

機材等々かなり我慢していただいているものも

ございますので、そういったものを充実させな

がら、消防団の皆様の努力に報いていきたいと

いうふうに思います。 

 今後、少子高齢化の時代を迎えるに当たって

は、団員確保につきまして諸事情、問題がある

かとは思いますが、市民の皆様のご理解を得る

ため努力していきたいと思いますので、皆様方

のご理解、ご協力をよろしくお願いしたいと思

います。 

 次に、大きな項目の２点目、市民の健康対策

についてでございますが、私のほうからは長井

市の対策状況ということでございます。 

 議員からもございましたが、公立置賜総合病

院は平成19年の１月、厚生労働大臣より地域が

ん診療拠点病院の指定を受けまして、平成22年

４月１日、指定更新の許可を受けまして、がん

拠点病院として整備は進んできております。 

 ご質問のがん対策基本法成立後の改善変化が

あるのか、内容が余り伝わっていない状況では

ないかについてでございますけれども現在、年

２回、市民向けの院外広報を隣組回覧で実施し

ているところですが、ことしからは外来診療の

内容など患者向けの情報を画像動画、音声等を

交えた広報効果の向上、これはデジタルサイネ

ージシステムということでございますけども、

これに取り組んでいるところでございます。し

かしながら、一般の人には緩和ケアのすぐれた

機能が紹介、ＰＲが十分でない面もあるのでは

ないかと思っております。病院に来院された方

はわかるんですが、一般の市民の方にはなかな

か伝わらないということでございますので、近

くにがんの高度な治療ができる施設があること

を市民公開講座等で情報提供するよう置賜広域

病院組合正副管理者会などで提案していきたい

と思います。 

 次に、全国各地の病院と比べてどうかですが、

がん対策基本法は、がん患者がその居住する地

域にかかわらず、ひとしく科学的知見に基づく

適切ながんに係る医療を受けることができるよ

うにすることの実現に向かっているものの、全

国どこでも手術、放射線治療、化学療法等の標

準治療ができるのが、がん拠点病院の整備にな

ってきているものと思っております。 

 最後に、医療の充実も３万人復活運動、人口

増の施策に相通ずるものではないかということ

についてでございますが、これは安部議員ご指

摘のとおりでございまして、平成23年度の施政

方針予算におきましても、新規のがん予防、こ

れは子宮頸がんワクチン接種事業、がん検診事

業等を３万人復活事業に取り組んでいることを

お示ししているとおりでございます。がん検診

の受診率は高くはないのですが、早期発見では

公立置賜総合病院が高い生存率、これ胃がんで

は96.8％ということを示しておりますので、予

防検診そして医療の充実、連携していくことが

重要だと思っております。 

 今後とも、さまざまな面でご指導を賜りたい

と思います。以上でございます。 

○蒲生光男議長 飯澤常雄総務課長。 

○飯澤常雄総務課長 安部 隆議員のご質問にお
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答えいたします。 

 私から地震被害の関係でちょっとお話、最初、

申し上げます。地震被害の想定に関しては、国

の地震調査委員会、長井盆地西縁断層帯長期評

価による部分でございますが、山形県の被害想

定調査、これ参考にしております。17年２月に

国の地震調査委員会から、それまでのマグニチ

ュード7.0の想定を7.7というふうに改められた

ということを受けての調査でございます。 

 このたびの東日本大震災の発生を踏まえて、

この評価見直し、あるいは被害想定、これが変

わるのかなというのが実は私、今一番心配して

るところなんですが、きのうも危機管理、県の

ほうにちょっと確認をいたしました。現在のと

ころ、国のほうではやっぱり津波対策、当然地

震の想定もあるんでしょうけども、こちらのほ

うの見直しがまず最優先で行われてるというよ

うなことで、県の段階までは地震のほうの被害

想定の見直しはまだおりてないということです

ので、今後注視してまいりたいと思います。 

 １つ、過去の発災のケース、設定でございま

すけども、結論から申し上げますと、３パター

ン実は想定されております。夏の昼間の時間あ

るいは冬の早朝の時間、それから冬の夕方の時

間、それぞれ積雪の状況あるいは在宅者などの

状況等でいろいろ条件が違うというようなこと

でございます。 

 県内全体で、この長井盆地全体の関係の部分

で申し上げますと、死者を約1,700人、負傷者

１万6,000人で避難生活者、県内全体で最大約

７万9,000人というふうに想定されております。

うち長井市でございますが、全壊棟数が2,051

棟、全壊率が11％、半壊棟数3,740棟、半壊率

が20％で、死者につきましては冬期早朝の一番

被害が大きいという部分の想定でございますけ

ども、死者が116人、負傷者1,107人、避難者

3,390人という想定になっております。 

 それから、このほか地震以外の被害につきま

しても、長井市の自然条件あるいは季節ごとの

気象傾向、これらを検証いたしまして地域で起

こりやすい災害、これらを想定しております。 

 それから、高齢者人口の増加に伴う諸課題に

ついても記載をしていきたいというふうに考え

ております。 

 先ほど市長から、全５編というお話がござい

ましたけども、その中に整理をしながら入れて

いきたいと、記載をしていきたいというふうに

考えております。 

 具体的な節について、タイトル等その中身に

ついては今、つくってる最中でございますけど

も、おおむね５つぐらいの項目に分けて、それ

ぞれ整理をして盛り込んでいきたいというふう

に考えてるところでございます。私からは以上

でございます。 

○蒲生光男議長 鈴木 智消防主幹。 

○鈴木 智消防主幹 安部議員のご質問にお答え

を申し上げます。 

 長井市の消防団員の確保の状況についてでご

ざいますが、平成23年４月、ことしの４月の入

退団の状況でございますが、退団者が33名、入

団者が36名でございました。総員668名で、前

年から見ますと３名の増加というふうなことに

なっております。条例定数で比較しますと12名

の減少というふうなことになっております。こ

のことにつきましては、女性消防団員、ことし

５名新しく迎えたこともありますが、幹部団員

の方々に入団勧誘、一生懸命していただいたと

いうふうなことだというふうに思っております。 

 また、過去10年間の団員の減少率は、近隣市

町村の中でも緩やかなほうだというふうに私は

認識しております。ただ、定数確保をやってい

るという市町もございますので、引き続き勧誘

のため努力していきたいというふうに思ってお

るところであります。 

 団員の今後の確保の対策でありますが、入団

勧誘は引き続きお願いすることはもちろんでご
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ざいますが、機能別消防団員という、入団促進

制度のうち勤務地団員のように自衛消防組織を

持つ企業との連携、また団員ＯＢの勧誘とか大

規模災害に限った団員の加入などのほかに、女

性消防団員の入団促進を図り、女性ならではの

予防広報活動の分野においてその活動を期待し

ながら定数の確保を図ってまいりたいというふ

うに考えておるところであります。よろしくお

願いしたいと思います。以上であります。 

○蒲生光男議長 松木幸嗣健康課長。 

○松木幸嗣健康課長 それでは、安部 隆議員の

ご質問にお答え申し上げたいと思います。 

 それでは、がん対策関係のことでございます

が、最初に、公立置賜総合病院のがん対策基本

法成立後の改善変化ということで、総合病院か

らお聞きしてます、がん拠点病院となってから

の特色的な状況についてお答え申し上げたいと

思います。 

 発言通告書の項目に従ってお答えさせていた

だきます。 

 まず、手術であります。がん対策基本法に基

づくがん患者登録数は2002年、暦年であります

が、1,038名ということで、前年度比20％ほど

減になっております。ここ数年はおおむね

1,100人前後で推移してるということになって

おるようであります。これを臓器別に症例数で

いきますと、胃、大腸、肺の順になっておるよ

うです。胃についての手術事例を大分けで言い

ますと開腹手術、さらに内視鏡手術であります。

内視鏡の切除については、内視鏡でとれないが

んを三、四カ所の腹部に穴をあけまして、カメ

ラ、メスを入れてやる腹腔鏡手術という難度の

高い手術がもう既に置賜病院では実施になって

おります。 

 続いて、放射線治療でありますが、現在新し

い機種、山形大学と同じようにリニアックとい

うタイプでありますが、それが導入中でありま

す。このたびの機種は、従来よりも患者さんが

動くということではなくて、縦、横、斜めの方

向に自動的に認識してセットアップするという

ことであるとともに、何より腫瘍の形、大きさ

に合致した照射、放射線を当てるということが

可能になる機能を有するタイプにレベルアップ

するということになりました。 

 続いて、抗がん剤治療、がん基本法でいう化

学療法というふうに思いますが、化学療法を提

供する体制として専門の医師５名で、平成22年

４月現在のようでございますが、県内の拠点病

院の中では多く配置されています。専任の薬剤

師、看護師が従事しておりまして、治療の内容

を審査する委員会でありますとか、がん患者さ

んの症状、状態及び治療の方針等を意見交換、

共有、検討、確認するための検討会を実施して

提供する体制を整えているということでありま

す。患者さん件数も県内５つの拠点病院の中で

山大に次ぐ結果になっております。また先日、

がんの薬物療法の専門医ということで、報道機

関の中では山形大学に３名という報道になって

おりますが、総合病院でも１名のドクターがこ

のたび資格取得をしたということをお聞きして

おるところであります。 

 続いて、緩和ケアについて少し弱かった部分

でありましょうが、緩和ケアチームを整備しま

して、入院だけではなくて外来の部分でも専門

的なケアができるというような体制をとってお

ります。また、ご質問にありましたように、末

期がんの患者中心ではなくて、早期がんの患者

に対しても実施しております。また総合病院の

特色を生かしまして、精神症状の緩和にも専門

医を配置して体制を整えているということであ

ります。 

 専門医の養成関係でありますが、22年の９月

１日現在で、医師の総数は93名ということで、

山大に次ぐ規模になっておるんですが、その中

でも各学会で認める専門医、例えばがん治療認

定医は５名のドクターがいらっしゃいますし、
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外科、麻酔科、放射線科などがん治療に係る専

門医の資格を有する医師もそろっているという

ところであります。また、総合病院は35の学会

が認定する施設になっており、専門性を高めた

い医師を養成するということもできる施設にな

っておるところであります。 

 続いて、長井市のがん対策であります。こち

らについては、もう申すまでもなく、がんの予

防普及、啓発事業等がんの早期発見、早期治療

ということのためにがん検診を行ってるという

ことであります。 

 がんの予防の普及啓発については、一般的で

ありますが、喫煙でありますとか塩分の多い食

事、脂質分の多い食事、運動不足、その他の生

活習慣が健康に及ぼす影響について気づいてい

ただいて、生活改善をしていくということが大

切だというふうに思ってるところであります。 

 健康づくりすべてについて共通することであ

りますが、健康教室でありますとか面接で、が

ん予防について説明し、食生活改善推進員の方

や運動普及推進員の協力を得ながら、市民の皆

さんに普及できるよう取り組んでいるというと

ころであります。 

 また、市長のほうからありましたように、昨

年度からは子宮頸がんワクチン接種事業という

ことで、ある意味で積極的な予防策にも取り組

んでるということであります。 

 こういっただけでもがんは防げないので、や

っぱり検診が必要です。検診につきましては現

在、従来どおりでありますが、胃、大腸、肺、

乳がん、子宮と、あと肝臓がんの予防のための

肝炎ウイルス検査を実施しております。また、

21年度からはご案内のとおり、乳がん、子宮が

んの検診の無料クーポン券、ことしは大腸がん

についての検診の無料クーポン券を配布させて

いただきまして、受診のきっかけづくりをさせ

ていただいています。また、子宮頸がんについ

ていろいろご要望ございまして個別健診、あと

大腸検診についても、働き盛りの方を考慮しま

して土曜日に新たに実施するなどということで、

受診機会を増すように努めさせていただいてお

ります。なお、来年度に向けましては、乳がん

検診についても個別の検診をやれるよう今、努

力してるようなところであります。これまた今

年度の事業になりますが、一定の年齢、５歳刻

みの方で、無料で肝炎ウイルスの検査を実施し

て、医療機関にお願いしまして個別で受診でき

るような形をとっております。 

 がんの早期発見、早期治療に結びつけるため

には、いろいろ精密検査、出た方について、や

っぱり受診率を上げなくてはならないというこ

とが１つ命題であります。一人でも多く受診し

ていただくために、受診者の方に電話であると

か手紙等々で受診勧奨を行っておるところでご

ざいます。以上でございます。 

○蒲生光男議長 11番、安部 隆議員。 

○１１番 安部 隆議員 質問に対しまして、ご

答弁いただきましてありがとうございます。質

問席から質問させていただきたいと思います。 

 初めに、防災計画ですけども、市長そして課

長からの答弁がありましたように、地域の特性

をうまく取り入れながらやっていくよというよ

うなことの答弁でありますので、これを一つ期

待をしながら、どういったものになるかわかり

ませんが、その地域防災訓練、防災計画という

ものをつくり上げていただくようにお願いをし

たいと、このように思います。やはり、こうし

たことをぜひしていかないと、なかなか意に反

したようなものになっていくというようなこと

が、国の基本計画というものがありますので、

そのところで、なかなか地元の意向が組み入れ

られないというようなことがあったのではない

かなというふうな私なりに危惧をしていますの

で、そういったことのないようでありますので、

期待をしたいと、このように思います。 

 何といっても防災力といいますか、そういっ
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た中では、やはりいかに避難をさせると。やは

り自主避難も含めまして避難訓練の重要性とい

うのは非常に大きいし、先ほど市長が言ったよ

うに、洪水ハザードマップの避難場所が、災害

時の避難場所に重複してるんだと、そういう中

でありましたけども、例えば、私も市長も豊田

の今泉でありまして、ここから指定された避難

場所に避難するといったときには豊田の小学校

になりますね。大体２キロ、遠いところでは３

キロと。この間、例えば震度８以上の震災が起

きたというときには、そこまで到達できるのか

なと。非常に、この避難場所を設定しています

けども、その途中でなかなかうまくそこにたど

り着けない、避難所にたどり着けないと、こう

いった現象が出るんじゃないかと。もう少し地

域の方がそういったことを踏まえていけば、地

域の中で仮設的にとか、いろんな広場とかにお

いてテントなりして、そういった備蓄食糧等々、

そういった蓄えておく場所があったらいいので

はないかなというふうに私、思っておりますの

で、その辺についてはいかがお考えであるか、

お聞きをしたいというふうに思います。 

 また、消防団につきましては、私もそういっ

たところに身をおいた一人でありますので、こ

れまでもいろいろと市からの手厚いそういった

支援というものはいただいておりますし理解を

しているところであります。我々がやってた当

時は、やっぱり710名、これはもう10何年も同

じような数字でありまして、先ほど市長が言い

ましたように、火災時、世帯規模それから特定

というようなところで、いろいろ消防団定数を

改めて680人にしたと。でも、これでもまだ充

足率が100％というようなことではないという

ふうに思います。 

 先ほども申し上げましたように、若い方々の

力というのはやはり災害時にはなくてはならな

いもので、我々のようでは100メートル、50メ

ートルも走ってしまえば息が切れて、助けるど

ころか自分が参ってしまうというようなことに

なるわけですけども、そういった面では、若い

人の力というのはやはり頼りになるものだとい

うふうに思います。 

 この辺の問題は、今回のこの東日本大震災で

３県、福島、宮城、岩手でも消防団員が217人

が犠牲になっています。そして、まだ行方不明

なのが35人、こういったように、消防団という

のは常に自分の身を犠牲にしてやっていかなき

ゃならない。やはり大変な労働だと。 

 そういうようなことも含めて、やはり先ほど

課長が言ったように、４月の入退団のこの出入

りには、なかなか新入団員の勧誘というのは幹

部の方々も大変な状況ではないかなと。そして、

やはり今はいろいろな多種多様な生活体系であ

りますので、そういった消防団に対しての理解

も薄いのかなというふうに思います。 

 そういう面で、やはり市として特別公務員、

消防団に対して、もう少し手だて的に手を差し

伸べるということは、私は当然だなというふう

に思っております。先ほど共済金とその協会の

保険の部分で答弁ありましたけども、共済福祉

年金、これはこの消防協会が窓口になってるわ

けですけども、これは以前は長井市が全額負担

をしていただいたところであります。市長が先

ほど言ったように、16年から市が半分、個人が

半分ということで、現在は個人負担になってま

す。これは内谷市長じゃなくて、前市長時代に

財政健全化というような中で、この辺もこうし

た事情で市が全額負担のところを個人負担にな

ったと、こういったことであります。 

 そして、団員の報酬でありますけども、一般

団員は１年に１万5,500円なんですね。ここか

ら共済金負担というのは3,000円です。ですか

ら、これが負担が大きいか少ないかは、それぞ

れの判断になると思いますけども、やはりこれ

は以前、そうした中で市が負担をしていただい

たというようなことがあれば、こういったとこ
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ろもある程度考慮していただいたほうが団員の

そうした手だてにもなるんではないかなという

ふうに私は思いますので、ここのところについ

ても再度、市長にお聞かせをいただきたいと、

このように思います。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 まず、最初の避難場所の問題でございますけ

ども、市内22カ所ですか、例えば例を挙げて、

安部副議長の自宅から避難場所である豊田小学

校まで２キロぐらいあるわけですけども、その

間に、ちょっと遠いからということで仮設のテ

ントを張るというようなことも、場合によって

はあるのかもしれませんけども、通常はやっぱ

りなかなかそういった場所はありませんし、現

実的には難しいというふうに思っています。市

の防災計画の中では、基本的にはそういった一

次避難、二次避難場所とかを定めておりますが、

やはり自主防災組織を長井市内すべてカバーで

きるような形でつくっていただいて、自主防災

組織の中で、例えば今泉の方でしたら２つ公民

館あるわけですけども、その公民館のほうにま

ずみんな集まって、そこで例えば副議長のとこ

ろでしたら今泉中というところなんですが、中

の方が全員確認できたら二次避難に行くという

ようなことをしないと、やはり地震等々とかの、

あるいは水害もあるんでしょうけども、そうい

ったときに安否確認がいつまでたってもできな

くなります。ですから、そういった自主防災組

織を基本として、どうするかということを定め

ていただきたいなというふうに思っております。 

 これは、今回の防災計画の全体的な見直しの

中でどういうふうに表現していくかですけども、

そこの部分はやはり全部行政でつくっても実行

性は低くなってしまうだろうと。ですから、そ

この部分については、地元である程度計画をつ

くっていただいて、それを補完していただくよ

うなことにすべきだと思ってます。 

 あと２点目の、団員の費用弁償とかの部分で

ございますけども、安部議員がおっしゃること

もよくわかるんですが、実は東南置賜はそうい

ったこと、全部個人負担、ずっと前からしてる

んですね。西置賜の白鷹町と飯豊町は、長井市

もかつては3,000円、全部市で負担してあげて

たわけですね。でも、小国町は前から２分の１

で、東南置賜の米沢市、南陽市、高畠町、川西

町については全部個人負担にしてます、以前か

ら。長井市も16年からそれ個人負担２分の１に

して、やがてすべて個人負担にしたわけですが、

先ほど答弁の中で申し上げましたけれども、１

人当たり7,000円の分団運営交付金は、ほかの

市町村はしていないんですよ。長井だけなんで

すよ。ですから7,000円、その分厚くしてるわ

けですから、私はそっちの方を3,000円、これ

は個人が病気したり、あるいはけがした場合、

公務中でなくてです、それでも出る保険なんで

すよ。ですから、そういったところはやっぱり

多分に私的な部分があるということから、順序

としてはまずは資機材とか、財政再建の中でか

なり不自由かけてますから、それと活動服だけ

では冬、寒いという話も聞いてますんで、そち

らを先に充実させるべきじゃないかと。 

 あと、この3,000円を市で負担するから、じ

ゃ入る、入らないというのは、余り影響ないん

じゃないかと。市としては、決して団員に対し

て冷たくしてるわけじゃなくて、分団に対して

の交付金というのを出してるわけですから、そ

れでしたら、むしろ報酬を上げるという方がい

いんじゃないでしょうか。こういうことを負担

するよりは。ですから、そうしますと報酬を上

げるということになれば、またこれは別に考え

なきゃいけないと思いますけれども、ただ報酬

にしても、本当ボランティアなわけですから、

そこのところはやっぱり消防団のほうとも話し

たことありませんので、団の幹部ともこういっ

たところはもう少し話ししながら、どういうふ
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うにしていくと一番支援できるのか、それを引

き続きご指導いただきながら検討していきたい

と思います。 

○蒲生光男議長 11番、安部 隆議員。 

○１１番 安部 隆議員 市長、今、手だてとい

うので言及いただきましたんで、その辺につい

ては期待をしていきたいわけですけども、この

福祉共済の3,000円があるかないかで、入団に

かかわる問題じゃないかというようなことを市

長、申し上げましたけども、先ほど言ったよう

に、今回の大震災でも217名亡くなっているよ

と。消防職員というのは、今回の３県で17名な

んです。消防団のそうした生命というものが本

当に脅かされる状態で、そうした消防活動なり

支援活動をするんだというようなことからいけ

ば、やはりいろんな手だてというものを考えて

いただくべきじゃないかなというふうに私は思

うところであります。逆に、こうした被害があ

るということであれば、若い人はなかなか嫌う

わけです。 

（「入んないのか」の声あり） 

○１１番 安部 隆議員 いやいや、それは必ず

協会の方に入らなきゃならないんです。この経

過は私もその当時やっておりましたけども、そ

れとあと出動手当てと演習手当てがあったわけ

です、1,000円と2,000円が、今はなくなりまし

たけども。演習手当ては2,000円のところを

1,000円だったものは内谷市長に戻してもらっ

たと。これは大変ありがたいというふうに思い

ますけども。やはりこの共済の負担の問題につ

いてとその報酬の問題というようなことで市長

から話が出ましたので、それについては今後検

討していただいて、ぜひ答弁のように報酬面で

その手だてをしていただければありがたいなも

のだなというふうに思っております。そんなこ

とで、今後もこういった機会があるごとに、こ

ういったところで話をさせていただきたいと、

このように思います。 

 ５分しかございませんけども、がん対策基本

法であります。これ、なぜこういったことを私、

申し上げるかといいますと、がん対策基本法が

成立したのは2006年、平成18年なんですね。こ

れ、我々の代表である国会議員の提唱で出たん

ですよ。2006年の公明党の神崎武法さん、委員

長です。この方の提唱が６年の１月24日の国会

で提唱されまして、同年の６月に与野党一致で

成立したと、こういう経過なんです。 

 やはり、がんというものは、私の身内にも本

当に50代で亡くなってるというのがあって非常

に残念な状況でありますけども、先ほど言った

ように、この基本法ができたことによって、本

当に波及効果がいろんな面で出てるわけです。

そして我々は、この置賜病院という拠点病院が

おかげさまでそういったところに枠組みされて

おりますので、多分ある程度の、一定の全国規

模になっているというふうには私も思っており

ますけども、この中で、こういった拠点病院の

設置というのは全国338カ所になっていると。

つまりは将来的には、この拠点病院からなされ

ていくべきだというふうに思います。 

 そういう中で専門医の養成なり、そして新規

機械の導入というものが今後も一層加速されな

がら、やはり最高の、最高というか高度な医療

サービスが提供できるようになってくるという

ふうに思いますけども、そういうことも含め、

やはり我々も置賜病院のこの一員としてどうな

っているのか、そして我々が全国的にもこの格

差というものが取り払われる病院になっている

んだなというようなことを、やはり認知してい

きませんと、なかなか地域に帰っても、どうな

ってるんだというようなことになった場合に、

わからないというようなことではいかないとい

うふうに思っておりますので、質問をさせてい

ただいたところでございます。 

 先ほど言ったように、がん薬物療法というの

は専門医がやるんですね。これがきのう、おと
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といの新聞の記事にありますように、山形大学

には３人と、宮城県の次に２番目なんですね、

専門医の数は。秋田県が２名、山形県が３名、

宮城県が11名、福島県１名なんですよ、このが

ん薬物投与専門医と言われてるのは。この新聞

なんですけどね。 

 そういうように、私も医学には疎いわけであ

りますけども、やはり生命というものは、この

行政の担うべきところはきちっと物を言いなが

ら整備、充実をしていただきたいというような

ことでございます。市長、その辺について一言、

お話ししていただきまして。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 安部議員のご指摘のとおり、特

にがんの拠点病院というのは、私どもが一緒に

つくってる公立置賜総合病院が拠点病院という

ことは大変心強いです。ですから、健康課長か

らもありましたように専門医に、山大の３名以

外に１名、資格を取ったということでございま

すので、10年目に向かっておりますので、さま

ざまながん治療の最新の機器なども更新、今し

ていただいておりますので、そういった意味で

は、市民の皆様の健康と命を守るために、私ど

もも議会の皆様と一緒に、なお一層の充実を図

るように努力してまいりたいと思います。あり

がとうございました。 

○蒲生光男議長 11番、安部 隆議員。 

○１１番 安部 隆議員 ありがとうございまし

た。 

 

 

   散     会 

 

 

○蒲生光男議長 本日はこれをもって散会いたし

ます。 

 再開は、あす午前10時といたします。ご協力

ありがとうございました。 

 

 

    午後 ４時２０分 散会 


